
高石市開発指導要綱
制　　定

全部改正

最近改正

（目的）

ることを目的とする。

（用語の定義）

ころによる。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

（開発行為等の原則）

従い、計画的に行わなければならない。

れらの整備を行わなければならない。

（適用範囲）

(1) 　開発区域の面積が実測300平方メートル以上の場合

(2) 　高さが10メートルを越える建築物(以下「中高層建築物」という。)を建築する場合

(3)

平成２０年１０月１日

　３戸以上の住宅を建築する場合

行する場合は、この限りではない。

昭和４９年９月１日

平成４年５月２２日

第１条 この要綱は、開発行為等を行おうとする者に対し、自らの責任においてなすべき

安全で安心な住みよいまちづくり」の実現を図るとともに市民の福祉の増進に寄与す

２ 開発行為等に伴い必要となる公共公益施設の未整備な地域においては、開発者は、こ

整備と都市機能の充実を図り、もって良好な市街地の保全形成により「美しい環境と

　公共公益施設　公共施設及び公益施設をいう。

第３条 開発者は、開発行為等を行う場合には、都市計画その他市の定める総合計画等に

に該当するものについて適用する。ただし、都市計画法に基づく都市計画事業として施

（施行 昭和４９年９月１日）

（施行 平成４年６月１日）

（施行 平成２０年１０月１日）

行為又は建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づき建築物を建築する行為をい

　開発者　開発行為等を行うものをいう。

　開発区域　開発行為等を行う区域をいう。

第４条 この要綱は、本市の区域内において行われる開発行為等で、次の各号のいずれか

他公共の用に供する施設をいう。

は利便のために地域に必要な施設をいう。

公共施設 道路、河川、水路、下水道、公園、緑地、広場、消防水利施設その

公益施設 教育施設、行政施設、福祉施設、水道施設その他市民共同の福祉又

開発行為等 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第12項に規定する開発

必要な事項と公共公益施設に対する応分の負担基準を定めることにより、都市環境の

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

う。
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（協議）

処理を行う旨の誓約書（様式第５号）を市長に提出するものとする。

（開発行為等の計画変更等）

（協定書）

（事前公告及び説明会）

（公共公益施設等の検査）

従い、補修するものとする。

２ 開発者は、関係者に対して開発行為等についての説明会又は個別説明（以下これらを

報告するものとする。

第９条 市長は、この要綱に基づいて開発者が整備する公共公益施設等について中間検査

及び竣工検査を行うほか、必要に応じて随時、立入検査を行うものとする。

２ 開発者は、前項の検査の結果、不備な箇所があるときは、自らの負担で市長の指示に

る。

「説明会等」という。）を実施し、当該開発行為等の内容について十分説明し、理解を

得るよう努めるとともに、その内容を説明会等経過報告書（様式第10号）により市長に

協議のうえ、定めるものとする。

第８条 開発者は、建築計画の概要を示す標識（様式第９号）を開発区域内の見やすい場

所に協議申請書の提出日から当該建築の工事に着手する日までの間、設置するものとす

２ 市長は、この要綱に定めのない事項について必要と認めたときは、その都度開発者と

第７条 市長及び開発者は、前２条の規定による協議等を行った後、双方が合意に達した

ときは、協議の内容を明記した協定書（様式第８号）を締結するものとする。

４ 市長は、開発者が第１項の協議申請書を提出した後、１年を経過しても協議が整わな

いとき、又は進展の見通しがないと認めるときは、その協議の提出がなかったものとみ

なし、協議打切通知書（様式第６号）を開発者に送付するものとする。

第６条 開発者は、開発行為等の計画を変更し、又は廃止しようとする場合は、開発行為

等の計画変更（廃止）申請書（様式第７号）に必要な書類を添付して市長に提出し、そ

の指示に従うものとする。

２ 前項の協議申請書には、建築計画書（様式第２号）、土地所有者の同意書（様式第３

号）、委任状（様式第４号）のほか、高石市開発指導要綱に関する指導基準（以下「指

導基準」という。）に定める書類を添付するものとする。

３ 開発者は、協議申請書を提出する場合には、後日紛争が生じても全責任をもって紛争

接して一定期間内（建築確認申請経由後２年とする。）に行う開発行為等については、

３ 居住部分が２分の１以上の併用住宅を建築する場合は、住宅と同じ取り扱いをする。

請の前に協議申請書（様式第１号）を市長に提出し、この要綱に基づく必要事項につい

て協議し、指導を受けるものとする。

第５条 前条の規定によりこの要綱が適用される開発者は、関係法令に基づく許認可の申

一の開発行為等とみなし、この要綱を適用する。

２ 開発者（事業を引き継いだ者を含む。）が、既に施工中又は施工済みの区域と隣
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（公共公益施設整備の原則）

（公共公益施設の提供）

（敷地の規模）

140㎡以上

（ワンルーム形式集合住宅）

は、契約書に管理規約に違反したときは、契約解除を求めることができる旨を定め

　 ること。

　 ア　ごみの収集日以外には、ごみ置場へ搬入しないこと。

　 イ　騒音を発する等近隣に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

　 ウ　違法駐車及び迷惑駐車をしないこと。（来客者についても同様とする。）

　 エ　住戸を公序良俗に反する行為をするための場所として使用しないこと。

(4)　開発者又は管理人は、自らの責任において良好な管理運営を行うこと。

く。）が、29平方メートル以下の住戸で構成される部分を有する共同住宅（以下「ワン

ルーム形式集合住宅」という。)を建築しようとする場合は､次に掲げる事項を遵守す

るものとする。

(5)　専用面積が16平方メートル以上の管理人室を設置し、管理人を常駐させること。

(1)　１住戸の専用面積を16平方メートル以上とすること。

(2) 入り口の見やすい場所に開発者並びに管理人の住所、氏名及び連絡先を明示する

　 表示板を設置すること。

第１２条 開発者が行う開発行為等のうち、住宅を建築する場合の住宅１戸当たりの敷地

(3) 管理規約を定めて入居者に次の事項を遵守させ、入居者と賃貸契約を行う場合に

1戸建住宅、長屋住宅

第１３条 開発者は、共同住宅のうち、１住戸の専用面積（ベランダその他共用部分を除

第1種低層住居専用地域 その他の地域

80㎡以上

規模は、次のとおりとする。
　　　　　　　　　用途地域
種別

第１０条 開発者は、開発区域及びその周辺における公共公益施設をこの要綱及び指導基

準の定めるところにより自らの負担で整備しなければならない。

第１１条 開発者は、この要綱及び指導基準に基づき設置した公園、緑地等、道路その他

特に市長が必要と認めた公共公益施設及び当該用地を本市に無償で提供するものとする。

２ 前項に定める提供の時期は、開発行為等の完了時とする。ただし、前項に掲げる当該

でに市長に提出しなければならない。

３ 開発者は、第１項に定める用地に所有権の行使を妨げる権利等がある場合は、直ちに

これを消滅させ、かつ、その権利について登記があるときは、その登記を抹消しなけれ

用地については、開発者は指導基準に定める書類を第７条の規定による協定書締結日ま

ばならない。

３ 開発者は、竣工検査時において当該検査その他竣工に伴い必要となる書類を添付して

市長に工事完了届（様式第11号）を提出するものとする。

したときは、開発者に対して検査済証（様式第12号）を交付するものとする。

４ 市長は、竣工検査をした場合において当該工事が協議内容に適合していることを確認
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（公園等）

（緑化）

（道路）

（交通安全施設）

（都市計画道路等）

担において原形に復旧しなければならない。

第１７条 開発者は、開発行為等の規模又は内容に応じてガードレール、カーブミラー

その他の交通安全施設を指導基準により自らの負担で整備しなければならない。

第１８条 開発者は、開発区域の全部又は一部が都市計画法に基づく道路、公園等の都

市計画区域に係る場合は、市長と協議するものとする。

び予定建築物の用途、規模等を考慮して開発区域外の道路の機能が有効に発揮できる

る既存道路等については、市の道路整備計画（都市計画道路を除く。）に適合する

ようあらかじめ市長と十分協議のうえ、計画しなければならない。

ように配慮しなければならない。

３ 開発者は、開発行為等に伴い必要となる開発区域内道路の新設又は開発区域に接

する既存道路等の改良が必要な場合にあっては、指導基準により自らの負担で整備

し、無償で本市に提供しなければならない。

４ 開発区域が農道及び里道に接する場合は、既設農道及び里道を保全し、農作業に支

障のないよう措置しなければならない。この場合において、農道及び里道の改廃につ

２ 開発者は、開発区域内に道路の配置計画がない場合においても、開発区域の規模及

(6) 20戸以上のワンルーム形式集合住宅については、隣接又は近接する建築物の関係

者に対する説明会を開催し、その建築計画、管理等について充分説明を行い、理

第１５条 開発者は、開発区域の緑化を図るため、高石市緑化推進要綱(昭和55年高石

市告示第24号。以下「緑化要綱」という。)の規定に基づき協議しなければならない。

第１６条 開発者は、開発行為等に伴い必要となる開発区域内道路及び開発区域に接す

　 解を得ること。

(7)　計画住戸数に相当する駐車場及び駐輪場を設置すること。

(8)　駐車場及び駐輪場については、指導基準により設置すること。

第１４条 開発者は、開発区域面積が3,000平方メートル以上の開発行為等を行う場合に

は、当該面積の３パーセント以上（算出した面積が100平方メートルに満たない場合

は、100平方メートルとする。）の公園、緑地等を指導基準により開発区域内に設置し

なければならない。ただし、工業専用地域内の公園、緑地等の設置及び無償提供につ

５ 開発行為等に起因する開発区域に接する既存道路等の損傷については、開発者の負

いては、関係権利者の承諾を得るとともに市長と協議のうえ、行わなければならない。

いては、別途市長と協議のうえ、これを定めるものとする。

ただし、これにより難いときは、別途市長と協議するものとする。

２ 開発者は、開発区域面積が3,000平方メートル以上で住戸数50以上の中高層建築物を

建築しようとする場合は、前項で規定する公園、緑地等のほか、１住戸当たり３平方

メートル以上の公園、緑地等を指導基準により開発区域内に設置しなければならない。
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（水道施設）

（排水施設）

（消防水利施設等）

（一般廃棄物の処理）

（集会所）

（駐車場及び駐輪場）

第２３条 開発者は、住戸数50以上の中高層建築物を建築しようとする場合は、指導基

準により自らの負担で集会所を設置するものとする。

第２４条　開発者は、指導基準により駐車場及び駐輪場を設置しなければならない。

(以下「緊急離着陸場」という。)の設置については、開発者は、消防長等が定める基

進入路、活動空地、空間等を確保し、維持しなければならない。

協議のうえ、別に定める基準によりはしご付消防自動車及びはしご水槽付消防自動

り必要な措置を講じなければならない。

ートル以上の建築物（消防長等が特に必要と認めるものは除く。）には、消防長等と

車（以下「はしご車等」という。）が容易に接近して有効に消防活動ができるように

２ 開発者は、開発区域内の予定建築物が地階を除く階数が４以上又は軒高が地上12メ

３ ヘリコプターが消防活動を行うために必要な緊急離着陸場及び緊急救助用スペース

防署長(以下「消防長等」という。)と協議のうえ、別に定める基準により、自らの負

第２２条 開発者は、開発区域内で生じる一般廃棄物の処理については、指導基準によ

第２１条 開発者は、開発区域の周辺の状況及び規模等に応じ、堺市消防長又は堺市高石消

ア 開発者は、開発行為等に伴い、必要な排水施設を指導基準により自らの負担

イ 開発者は、開発区域外の用排水に必要な施設の整備又は改修を必要とする場

で整備し、改修又は既設水路への放流を行うときは、市及び関係権利者と協議

　 　のうえ、行うものとする。

準により設置し、維持しなければならない。

担で消火栓、防火水槽等の消防水利施設（以下「消防水利施設等」という。）を設

置しなければならない。

開発者は、高石市及び泉北環境整備施設組合の公共下水道計画に適合させなけ

　　ればならない。

合は、原則として上流を含めて排水可能な地点まで自らの負担で整備するもの

　 　とする。

第２０条 開発者は、開発行為等に伴い、必要な排水施設を次により整備しなければな

らない。

(1)　公共下水道未整備区域

(2)　公共下水道整備区域

ない。

水道事業の管理者の権限を行う市長が必要と認めた場合は、別途協議しなければなら

第１９条 開発者は、開発行為等に伴い必要な水道施設については、高石市水道事業条

例（昭和33年高石町条例第８号）により自らの負担で整備するものとする。ただし、

- 12 -



（埋蔵文化財等）

（公害防止）

（安全対策及び損害賠償）

（電波障害の防止）

（日影）

（農地の取扱い）

（店舗等）

（福祉）

合は、大阪府福祉のまちづくり条例（平成４年大阪府条例第36号）及び高石市福祉の

等を要する土地である場合は、農業委員会と協議し、その指示に従うものとする。

２ 開発者は、開発行為等によって隣接農地又は農作物に被害を及ぼすことのないよう

綱に基づき市長と協議するものとする。

第３２条 開発者は、不特定多数の者が利用する施設を目的とする開発行為等を行う場

第２６条 開発者は、公害（開発行為等によって生じる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の

汚染、地盤の沈下、騒音、振動及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害

が生じることをいう。以下本条において同じ。）の未然防止に最大限の努力をしなけれ

２ 開発者は、公害を発生させ、又は公害の発生させる恐れのある場合には、開発行為

自らの責任において必要な措置を講じるものとする。

第３１条 開発者は、店舗等を建築しようとする場合は、関係法令に従うほか、この要

ばならない。

必要な措置を講じなければならない。

第２８条 開発者は、中高層建築物を建築しようとする場合は、建築予定地周辺の住民

のテレビ等の受信状況の調査等必要な措置を講じるとともに、工事中又は工事完了後

において電波障害が生じたときは、自らの責任において正常な電波を受信できるよう

第２９条 開発者は、中高層建築物を建築しようとする場合は、大阪府建築基準法施行

条例（昭和46年大阪府条例第４号）第69条の規定を遵守しなければならない。

第３０条 開発者は、開発区域が農地法（昭和27年法律第229号）に基づく許可、届出

３ 開発者は、公害の防止について公害関係法令に基づき届出等を行わなければならな

い。

第２７条 開発者は、開発行為等に伴う安全対策を講じるとともに、開発行為等により

第三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び負担においてその損害を補償しなけれ

ばならない。

まちづくり要綱（昭和62年高石市告示第38号）に基づき協議しなければならない。

第２５条 開発者は、開発区域内が埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域である場合は、

教育委員会に届け出て協議しなければならない。

２ 開発者は、開発行為等により埋蔵文化財等を発見した場合は、工事を中止し、速や

かに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

を中止して自らの責任においてその原因の除去及び救済に努めなければならない。
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（災害防止）

（造成工事の施工）

（交通安全対策）

（住居表示）

（防犯施設）

（広報板）

（公共団体等の開発行為等）

（工事保証期間）

（要綱違反時の措置）

(1)　国又は地方公共団体

居番号の付番を受けるため、市長に新築届を提出しなければならない。

ものとし、その設置場所等について市長と協議するものとする。

が特に必要と認める場合においては、緩和することができる。

(2)　独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

(3)　その他公共公益施設の建設を主目的とする者

(4) 市が特に必要とする公共公益施設等を市長の支持により設置し、又は施工し、

警察署長と協議し、交通安全上の支持を受けるとともに必要な措置を講じなければな

らない。

　 本市に無償提供する者

らの責任において必要な措置を講じなければならない。

第３５条 開発者は、開発行為等の期間中の車両運行計画について事前に市長及び所轄

が行政上必要な措置を講じることができるものとする。

第４０条 開発者は、新たに設置した公共公益施設について第９条の規定による検査済

証の交付を受けた日から１年間は、工事保証をしなければならない。

第４１条 開発者は、この要綱及びこれに基づく協定書並びに協議により定めた事項を

誠実に遵守するものとし、これに従わない場合又はこれらに違反した場合は、市長

第３６条 開発者は、住居表示に関する条例（昭和39年高石町条例第26号）に基づく住

２　開発者は、開発行為等に伴う災害が発生しないよう常に監視しなければならない。

３ 市長は、災害防止のため必要があると認める場合は、開発者に対して計画変更等必

要な措置を講じることを命じることができる。

第３４条 開発者は、造成工事の施工を行う場合は、造成地域内の雨水が隣接する住宅

地へ流出しないよう必要な措置を講じるとともに地盤沈下、崩壊等が生じないよう自

第３９条 次に掲げる者が行う開発行為等については、市長と協議するものとし、市長

第３７条 開発者は、防犯灯を整備するものとし、その灯数、設置場所、管理等につい

て市長と協議するものとする。

第３８条 開発者は、第14条に規定する公園、緑地等を設置する場合は、広報板を整備する

第３３条 開発者は、地形、地質、過去の災害等の調査を十分に行い、宅地として安全

な状態を維持できるよう考慮し、開発区域及びその周辺に対しても災害を防止できる

よう入念に施工しなければならない。
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（補則）

第４２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施工に関し必要な事項は、市長が

定める。

　この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。

　　附　則　（平成２０年１０月１日告示）
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